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○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
一
号

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二

及
び
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
書
等
の
提
出
に
お
け
る
電
磁
的
記
録
及
び
電
磁
的
方
法
に
関
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に

基
づ
く
申
請
書
等
の
提
出
に
お
け
る
電
磁
的
記
録
及
び
電
磁
的
方
法
に
関
す
る
告
示

（
電
磁
的
記
録
）

第
一
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
内
閣
総
理
大

臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る

申
請
等
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
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施
行
規
則
（
令
和
三
年
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
三
号
）
第
四
条
各
項
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
二
号

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
の
事
務
所
の
場
所
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

デ
ジ
タ
ル
庁
内
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○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
三
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て
現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
指
定
し
た

の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

デ
ジ
タ
ル
庁
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○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
四
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

四
十
六
条
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
八
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
法
第
四
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
に
定
め
る
権
限
又

は
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
委
任
を
行
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
令
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

一

委
任
す
る
権
限
又
は
事
務
及
び
委
任
を
受
け
る
職
員
の
官
職

内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
法
第
四
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
機
関
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
。

統
括
官
（
戦
略
・
組
織
担
当
）

統
括
官
（
戦
略
・
組
織
担
当
）

統
括
官
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
共
通
機
能
担
当
）

統
括
官
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
共
通
機
能
担
当
）
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統
括
官
（
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

統
括
官
（
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

統
括
官
（
省
庁
業
務
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

統
括
官
（
省
庁
業
務
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

二

委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日

令
和
三
年
九
月
一
日
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○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
五
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
に
係
る
権
限
又
は
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
委
任
を
行
う
こ
と
と

し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

一

委
任
す
る
権
限
又
は
事
務
及
び
委
任
を
受
け
る
職
員
の
官
職

内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
法
第
二
章
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
の
所
掌
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
。

統
括
官
（
戦
略
・
組
織
担
当
）

統
括
官
（
戦
略
・
組
織
担
当
）

統
括
官
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
共
通
機
能
担
当
）

統
括
官
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
共
通
機
能
担
当
）

統
括
官
（
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

統
括
官
（
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
担
当
）
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統
括
官
（
省
庁
業
務
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

統
括
官
（
省
庁
業
務
サ
ー
ビ
ス
担
当
）

二

委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日

令
和
三
年
九
月
一
日
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○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
六
号

デ
ジ
タ
ル
庁
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
三
年

デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
三
号
）
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
、
第
八
条
並
び
に
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

第
一
条

デ
ジ
タ
ル
庁
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令

和
三
年
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
の
技
術
的
基
準
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通

信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

第
二
条

規
則
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
光
学
的
文
字
読
取
装

置
を
用
い
て
入
力
す
る
と
き
は
、
申
請
等
を
す
る
者
が
、
光
学
的
文
字
読
取
装
置
を
用
い
て
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
当
該
記
録
に
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
日
時
及
び
記
録
さ
れ
た
事
項
が
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
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る
事
項
と
相
違
な
い
旨
を
記
録
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

規
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
は
、
政
府
認
証
基
盤
（
複
数
の
認
証
局
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
認
証
基
盤
で
あ
っ
て
、
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
ブ
リ
ッ
ジ
認
証

局
（
政
府
認
証
基
盤
を
構
成
す
る
認
証
局
で
あ
っ
て
、
政
府
認
証
基
盤
を
構
成
す
る
他
の
認
証
局
以
外
の
認
証
局
と
相
互
認

証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
と
相
互
認
証
を
行
っ
て
い
る
認
証
局
で
政
府
認
証
基
盤
を
構
成
す
る
認
証
局
以

外
の
も
の
が
作
成
し
た
も
の
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
四
条

規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準
は
、
行
政
機
関
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

第
五
条

規
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
と
は
、
処
分
通
知
等
を
保
存
す
る
目
的
そ
の
他
の
正
当
な
目
的
の
た
め
に
当

該
処
分
通
知
等
の
複
製
を
作
成
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
複
製
が
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
る
場
合
と
す
る
。

附

則
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こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


